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凡　例　　 申…申し込み、問…問い合わせ、費…費用 藤沢市役所のホームページ 検索藤沢市公式ホームページ

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、 0466（24）5928

�資格取得e-ラーニング講座「簿記検定3級」
7～10月。※スクーリングあり〈7月3日㈯、9月4日㈯
午後1時30分～4時30分。Fプレイス〉。市内在住・
在勤・在学の方15人（抽選）。費4000円。申5月24日
㈪までにFプレイスのホームページへ。問同施設☎
（26）7811または産業労働課☎内線2227、薨（50）8419。

応急手当普及員講習
　と　き
　6月5日～19日毎週土曜日午前9時～午後5
時、全3回
　ところ
　南消防署
　内　容
　普通救命講習の指導者となるために必要な
知識・指導技法を学ぶ
　対象・定員
　市内在住・在勤・在学で普通救命講習を3
年以内に受講した、全回出席できる方10人
　費　用　3740円
　申し込み・問い合わせ
　5月26日㈬までに救急救命課☎内線8162、
薨（28）6417に本人が来庁で

�シルバー四輪ドライバースクール
6月14日㈪午後2時～4時。三共自動車学校。ビデオ講�
習、四輪車の運転実技教習ほか。市内在住・在勤・
在学の65歳以上の普通免許所持者で、日常運転して
いる今年度初受講の方15人。申 問5月27日㈭から電
話で防犯交通安全課☎内線2534、薨（50）8438へ。

�在宅介護者の会｢ほほえみの会｣
5月18日㈫午前11時～午後0時30分。市役所本庁舎。
介護に関する情報交換と介護者同士の交流。申 問電
話で高齢者支援課☎内線3285、薨（50）8412へ。

�園田隆一郎のオペラを100倍楽しむ方法Vol.13
7月18日㈰午後3時～5時。市民会館。出演＝森麻季
（ソプラノ）。費3500
円（全席指定）。申5
月8日㈯から（公財）�
藤沢市みらい創造財
団のホームページへ。�
問（公財）藤沢市みら
い創造財団芸術文化
事業課☎（28）1135、
薨（25）1525。

� 藤沢地名の会 地名探訪｢高倉の里に残るむかしを
訪ねる～長後東部・高倉地区の史跡探訪｣
5月25日㈫午前9時30分～午後3時。※雨天時は26日
㈬。費500円。申5月21日㈮までに布施☎090（6303）
1179へ。問布施または郷土歴史課☎内線5313、薨（50）�
8432。

�岡田明久 写真展｢折々の感動｣
6月19日㈯まで（午前9時30分～11時30分、午後1時30
分～4時30分）。オーシャンプロムナード湘南。問オー�
シャンプロムナード湘南☎（30）5251または文化芸術
課☎（23）2415、薨（25）1525。

�高齢者、障がい者などの成年後見制度無料相談会
6月5日㈯午後1時30分～4時30分。村岡公民館。弁護
士・社会福祉士が相談をお受けします。市内在住の
方と家族、相談支援関係者など6組。申5月24日㈪午
前9時から電話でふじさわあんしんセンター☎（55）
3055へ。問同センターまたは地域共生社会推進室☎
内線3250、薨（50）8412。

�第174回藤沢市都市計画審議会
5月26日㈬午前9時30分～正午。市役所本庁舎。藤沢
都市計画公園の変更についてほか。傍聴は10人まで
（抽選）。申傍聴を希望する方は午前9時20分までに
会場へ。問都市計画課☎内線4215、薨（50）8223。

�都市計画説明会
6月3日㈭午後7時。長後市民センター。藤沢都市計
画道路3･5･27号高倉下長後線の変更（素案）、道路の
変更に伴う関連案件（用途地域・準防火地域）の変更
（素案）について。※説明会の資料は、5月20日㈭か
ら市のホームページの都市計画課のページでご覧く
ださい。問都市計画課☎内線4213、薨（50）8223。

�空き家移動相談会・ミニセミナー
6月13日㈰午後1時～4時。湘南台駅地下広場。ミニ
セミナー「遺言で予防！今からできる空き家対策」ほ
か。※詳細は市のホームページの住宅政策課のペー
ジをご覧ください。申 問住宅政策課☎内線4283、薨
（50）8223へ。

�2022年度開設の地域密着型サービス事業所
　整備事業者
第8期藤沢市介護保険事業計画に基づき、補助金を
活用して地域密着型サービス事業所を整備・運営す
る事業者。サービスの種類・整備数＝◎看護小規模
多機能型居宅介護◎認知症対応型共同生活介護◎定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、各1事業所。届
出期限＝5月31日㈪。※詳細は市のホームページの
介護保険課のページをご覧ください。申 問介護保険
課☎内線3141、薨（50）8443へ。

生産緑地地区の追加指定事前相談
　と　き
　5月10日㈪～6月10日㈭
　ところ
　都市計画課
　対象農地
　市街化区域内の300㎡以上の農地で、適正
な肥培管理がなされ、継続的に営農ができる
などの指定条件を満たすもの
　※�追加指定を希望する方は必ずご連絡くだ
さい

　申し込み・問い合わせ
　必要書類を確認の上、電話で都市計画課☎
内線4214、薨（50）8223へ
　※�必要書類など詳細は市のホームページの
同課のページをご覧ください

以下は広告スペースです。掲載申し込み・問い合わせは広報シティプロモーション課へ。広告内容に関する一切の責任は広告主に帰属し、市が推奨するものではありません。


